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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回線交換型制御のドメイン（ＣＳ、１２）に位置する回線交換型制御のユーザ端末に対
して、ＩＰマルチメディアシステム（ＩＭＳ、１１）へのアクセスを提供するアクセスゲ
ートウェイノード（ＭＡＧＣＦ、１０）であって、
　回線交換型制御のユーザ端末に対するシグナリング（１３）の交換を行なうように構成
されていて、かつユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータを提供するために、ホ
ーム回線交換型制御のドメイン（１２）に位置しているレジスタ（１２１）と対話するよ
うに構成されている回線交換機能部（１０１）と、
　前記ユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータを使用して、前記回線交換型制御
のユーザ端末を前記ＩＰマルチメディアシステム（ＩＭＳ）へ登録する（１４）ように構
成されているユーザエージェント（１０２）と、
　前記ユーザエージェントと前記回線交換機能部間のシグナリングを交換するように構成
されている交換インタフェース（１０３）と
　を備えることを特徴とするアクセスゲートウェイノード（ＭＡＧＣＦ）。
【請求項２】
　前記ＩＰマルチメディアシステムパラメータは、前記回線交換型制御のユーザ端末の加
入が前記ＩＰマルチメディアシステムに移植されていることの指示である
　ことを特徴とする請求項１に記載のアクセスゲートウェイノード（ＭＡＧＣＦ）。
【請求項３】
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　前記ＩＰマルチメディアシステムパラメータは、前記ＩＰマルチメディアシステム内で
前記回線交換型制御のユーザ端末を登録するために要求されるパラメータのリストである
　ことを特徴とする請求項１に記載のアクセスゲートウェイノード（ＭＡＧＣＦ）。
【請求項４】
　前記交換インタフェースは、前記ＩＰマルチメディアシステムパラメータを前記回線交
換機能から前記ユーザエージェントへ転送するように構成されている
　ことを特徴とする請求項２または３に記載のアクセスゲートウェイノード（ＭＡＧＣＦ
）。
【請求項５】
　前記交換インタフェースは、前記回線交換型制御のユーザ端末を前記ＩＰマルチメディ
アシステム（ＩＭＳ）へ登録するための指示、あるいは前記回線交換型制御のユーザ端末
の登録を更新するための指示を前記ユーザエージェントへ配信するように構成されている
　ことを特徴とする請求項２または３に記載のアクセスゲートウェイノード（ＭＡＧＣＦ
）。
【請求項６】
　前記交換インタフェースは、回線交換型制御のシグナリングとＩＭＳ制御のシグナリン
グとの間の変換を行なうように構成されている
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のアクセスゲートウェイノード
（ＭＡＧＣＦ）。
【請求項７】
　前記回線交換機能部は、前記ＩＰマルチメディアシステムへのアクセスのプロビジョン
を取り扱うために、前記回線交換型制御のユーザ端末の接続先である移動交換ノードから
移動性関連の通知を受信するように構成されている
　ことを特徴とする請求項１に記載のアクセスゲートウェイノード（ＭＡＧＣＦ）。
【請求項８】
　回線交換機能部（１０１）と通信するように構成されているホーム回線交換型制御のド
メイン（ＣＳ、１２）に位置しているレジスタノード（ＨＬＲ、１２１）であって、
　回線交換型制御のユーザ端末を取り扱うために、前記回線交換機能部（１０１）から、
回線交換型制御のユーザ端末に関する要求メッセージを受信するように構成されている受
信機エンティティ（２１）と、
　前記要求メッセージを送信する前記回線交換機能部の機能として、前記回線交換機能部
がＩＰマルチメディアシステムへのアクセスを提供するように構成されているアクセスゲ
ートウェイノード（１０）の一部であるかどうかを示す機能についての情報を提供するよ
うに構成されているプロビジョンモジュール（２２）と、
　前記回線交換機能部が前記アクセスゲートウェイノード（１０）の一部である場合に、
前記ＩＰマルチメディアシステムで適用可能なユーザのＩＰマルチメディアシステムパラ
メータを提供するように構成されているユーザパラメータモジュール（２３）と、
　前記ユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータを有するメッセージを、前記回線
交換機能部へ送信するための送信機エンティティ（２４）と
　を備えることを特徴とするレジスタノード。
【請求項９】
　サポートされている機能についての情報を有する前記回線交換機能部のリストを更に備
え、
　前記プロビジョンモジュールは、前記リストへのアクセスを有する
　ことを特徴とする請求項８に記載のレジスタノード。
【請求項１０】
　前記機能についての情報は、前記回線交換機能部から提供される通知メッセージに含ま
れ、
　前記プロビジョンモジュールは、前記情報を抽出するように構成されている
　ことを特徴とする請求項８に記載のレジスタノード。
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【請求項１１】
　在圏アクセスゲートウェイノード（１０）と、前記回線交換型制御のユーザ端末の接続
先である移動交換ノードとを追跡し続けるように構成されている追跡モジュールを更に備
える
　ことを特徴とする請求項８に記載のレジスタノード。
【請求項１２】
　前記ユーザパラメータモジュール（２３）は、前記回線交換型制御のユーザ端末が移動
交換局ノードによってサービスが提供される場合、前記ユーザのＩＰマルチメディアシス
テムパラメータを送信する前に、前記ユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータを
修正するように構成されている修正モジュールを備える
　ことを特徴とする請求項８に記載のレジスタノード。
【請求項１３】
　前記修正モジュールは、前記ＩＰマルチメディアシステムで取り扱われるサービスを、
前記ユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータから取り除くように構成されている
　ことを特徴とする請求項１２に記載のレジスタノード。
【請求項１４】
　前記ユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータは、オペレータによって実行され
る前記ＩＰマルチメディアシステムへのユーザの移行後、あるいは前記ＩＰマルチメディ
アシステムへのユーザの明示的な登録後に、前記ユーザパラメータモジュール（２３）へ
提供される
　ことを特徴とする請求項８に記載のレジスタノード。
【請求項１５】
　回線交換型制御のドメイン（ＣＳ、１２）に位置する回線交換型制御のユーザ端末に対
して、ＩＰマルチメディアシステム（ＩＭＳ、１１）へのアクセスを提供する方法であっ
て、
　アクセスゲートウェイノードの一部である回線交換機能部が、回線交換型制御のユーザ
端末から、登録メッセージを受信するステップと、
　前記回線交換機能部が、ユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータを提供するた
めの、ホーム回線交換制御のドメイン（１２）に位置しているレジスタノードと対話する
ステップと、
　前記回線交換機能部が、受信したユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータを、
前記アクセスゲートウェイノードの一部であるユーザエージェントへ提供するステップと
、
　前記ユーザエージェントが、前記ユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータを使
用して、前記回線交換型制御のユーザ端末を前記ＩＰマルチメディアシステム（ＩＭＳ）
に登録するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　回線交換機能部（１０１）と通信するように構成され、かつホーム回線交換型制御のド
メイン（ＣＳ、１２）に位置するレジスタ（ＨＬＲ、１２１）で実行される、以下のステ
ップで、回線交換型制御のドメイン（ＣＳ、１２）に位置する回線交換型制御のユーザ端
末に対して、ＩＰマルチメディアシステム（ＩＭＳ、１１）へのアクセスを提供する方法
であって、
　回線交換型制御のユーザ端末を取り扱うために、前記回線交換機能部（１０１）から、
回線交換型制御のユーザ端末に関する要求メッセージを受信するステップと、
　前記要求メッセージを送信する前記回線交換機能部の機能として、前記回線交換機能部
が前記ＩＰマルチメディアシステムへのアクセスを提供するアクセスゲートウェイノード
（１０）の一部であるかどうかを示す機能についての情報を提供するステップと、
　前記回線交換機能部が前記アクセスゲートウェイノード（１０）の一部である場合に、
前記ＩＰマルチメディアシステムで適用可能なユーザのＩＰマルチメディアシステムパラ
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メータを提供するステップと、
　前記ユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータを有するメッセージを、前記回線
交換機能部へ送信するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　　本発明の技術分野
　本発明は、回線交換によって制御される（circuit-switched controlled：回線交換型
制御）ユーザ装置を有するユーザに、ＩＭＳサービスを提供することに関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　　　背景
　ＵＭＴＳ（ユニバーサル通信ネットワーク）及びＣＤＭＡ２０００のような第３世代（
３Ｇ）ネットワークは、広い通信範囲で高速ワイヤレスインターネットアクセスを移動体
ユーザに提供する。この３Ｇネットワークのために、電話（テレフォニー）とマルチメデ
ィアサービスとをサポートするために、インターネットのサービスへのセルラーアクセス
を提供するためにＩＰマルチメディアサブシステムＩＭＳが定義されている。このＩＭＳ
は、サービスのプロビジョン用に、パケット交換技術、特に、ＩＰネットワークおよびそ
の他のＩＥＴＦプロトコルを使用する。ＧＳＭのような第２世代ネットワークは、回線交
換型技術に基づいて音声を提供する。このＩＭＳの強みは、高度サービス、例えば、音声
とデータとを組み合わせたマルチメディアサービスのプロビジョンである。さらに、ＩＰ
ネットワークを単一の根底にある標準として使用することによって、容易で高速なサービ
ス展開が可能になる。
【０００３】
　ユーザ装置ＵＥとＩＭＳとの間のシグナリング、および、ＩＭＳのコンポーネント間の
シグナリング用に、ＩＭＳでは、セッション開始プロトコルＳＩＰが選択されている。ま
た、このＩＭＳは、インターネットにおいて音声呼とマルチメディア呼とを完了するため
にもＳＩＰを使用する。ＩＭＳサービスを使用することを可能にするために、通信中のユ
ーザ装置はＩＭＳをサポートしなければならず、これは、ユーザ装置にＳＩＰが実装され
なければならないことを意味する。
【０００４】
　以下に、ＩＭＳのネットワークアーキテクチャについて簡単に記述する。特に、ＩＭＳ
アーキテクチャにおけるサービスのプロビジョンに関与するノードについて言及する。
【０００５】
　ＩＭＳシステムのコンポーネントは、呼セッション制御機能（ＣＳＣＦ）、メディアゲ
ートウェイ（ＭＧＷ）／メディアゲートウェイ制御機能（ＭＧＣＦ）、ホーム加入者レジ
スタ（ＨＳＲ）、アプリケーションサーバ（ＡＳ）、トランスポートシグナリングゲート
ウェイ（Ｔ－ＳＧＷ）である。
【０００６】
　このＣＳＣＦは、呼サーバとして動作し、呼のシグナリングを取り扱い、マルチメディ
アセッションをサポートして制御し、そして、アドレス変換機能を実行する。このＣＳＣ
Ｆは、機能的にＳ－ＣＳＣＦ、Ｉ－ＣＳＣＦ、Ｐ－ＣＳＣＦに分けることができる。プロ
キシ－ＣＳＣＦ（Ｐ－ＣＳＣＦ）は、訪問先ＩＭＳネットワークにおける最初のコンタク
トポイントであり、ベアラリソースの認可を行い、さらに、ユーザ装置ＵＥから受信され
るＳＩＰ登録要求を、ＵＥによって提供されるホームドメイン名を使用して判定されるＩ
－ＣＳＣＦへ転送する。逆方向においては、プロキシ－ＣＳＣＦ（Ｐ－ＣＳＣＦ）は、Ｓ
ＩＰ要求またはＳＩＰ応答をＵＥへ転送する。さらに、このＣＳＣＦは、ＵＥから受信さ
れるＳＩＰメッセージをＳＩＰサーバ（Ｓ－ＣＳＣＦ）へ転送する。ここで、Ｐ－ＣＳＣ
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Ｆは、ＳＩＰサーバ（Ｓ－ＣＳＣＦ）の名前を登録手順の結果として既に受信している。
【０００７】
　インテロゲーティング（Interrogating：問い合わせ)－ＣＳＣＦ（Ｉ－ＣＳＣＦ）は、
そのネットワークオペレータの加入者向けのまたはそのネットワークオペレータのサービ
スエリア内に現時点で位置するローミングユーザ向けのすべての接続に対する、オペレー
タのネットワーク内のコンタクトポイントである。オペレータのネットワークには複数の
Ｉ－ＣＳＣＦが存在してもよい。このＩ－ＣＳＣＦによって実行される主な機能は、ＳＩ
Ｐ登録を実行しているユーザにＳ－ＣＳＣＦを割当てることである。在圏（serving：サ
ービング）呼セッション制御機能（Ｓ－ＣＳＣＦ）は、ＩＭＳネットワークに対するセッ
ション管理を実行するノードである。このネットワーク内に複数のＳ－ＣＳＣＦが存在し
得る。Ｓ－ＣＳＣＦの主な機能には、サービスのサポート用のサービスプラットフォーム
と交信しながら、ＵＥからの登録要求を承認することが含まれる。さらに、（例えば、追
加のメディアリソースの位置、課金通知と共にトーン／アナウンスで行う通知のように）
サービスイベント関連情報のエンドポイントとなる。
【０００８】
　ホーム加入者レジスタＨＳＲは、一元化された加入者データベースである。このＨＳＲ
は、Ｉ－ＣＳＣＦおよびＳ－ＣＳＣＦとインタフェースして、加入者の位置および加入者
の加入情報についての情報を提供する。このＨＳＲは、以下のユーザ関連情報、すなわち
、ユーザの識別情報、番号付けおよびアドレス指定情報、認証と認証用のユーザセキュリ
ティ情報を保持することを担当する。このＨＳＲは、ユーザ登録をサポートし、システム
間の位置情報を記憶する。
【０００９】
　ＩＭＳは、旧来のネットワーク（legacy network：レガシーネットワーク）と相互作用
するための複数のノードをサポートする。これらは、メディアゲートウェイ制御機能（Ｍ
ＧＣＦ）とトランスポートシグナリングゲートウェイ（ＴＳＧＷ）である。
【００１０】
　このＭＧＣＦは、セルラー呼制御プロトコルとＩＭＳプロトコルとの間のプロトコル変
換を実行する。例えば、このＭＧＣＦは、ＳＩＰメッセージをＣＳＣＦから受信して、そ
れを適切なＩＳＵＰメッセージに変換し、それをトランスポートシグナリングゲートウェ
イへ送信する。従って、ＭＧＣＦの基本的な機能は、アップリンク方向およびダウンリン
ク方向においてシグナリング情報を１つの形式から別の形式へ変換することである。ＵＭ
ＴＳにおいては、これは、ＰＳＴＮのパルス符号変調（ＰＣＭ）とＩＰベースの形式との
間で行われるものが大半を占めるであろう。
【００１１】
　Ｔ－ＳＧＷは、ＰＳＴＮ／旧来のネットワークと相互作用する場合のシグナリングのエ
ンドポイントである。Ｔ－ＳＧＷは、呼関連のシグナリングプロトコルをＩＰベアラ上の
ＰＳＴＮから／へマッピングし、それをＭＧＣＦへ／から送信する。このＴ－ＳＧＷは、
ＳＳ７の下位レイヤをＩＰへ変換する。
【００１２】
　上述のように、ＵＭＴＳシステムは、パケットモードで動作する移動体に、ＳＩＰをシ
グナリングプロトコルとして使用して音声呼を確立することを可能にする。ＳＩＰメッセ
ージは、ＩＭＳにおいて要求を呼セッション制御機能（ＣＳＣＦ）へ通信するために送信
される。この場合、データは、ＵＭＴＳネットワーク全体にわたってパケットとして送信
される。しかしながら、ＩＭＳ内で任意のサービスにアクセスするためには、ユーザはＩ
ＭＳシステム内で登録手順を実行しなければならない。この登録手順は、ユーザ装置に実
装されているユーザエージェントによって実行される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　このように、ＩＭＳは、適用されるシグナリングプロトコルとするＳＩＰで、パケット
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交換技術を使用するサービスのプロビジョン用に、３Ｇネットワークに展開されている。
しかしながら、大半のユーザ装置は、現在、音声サービスのシグナリングプロトコルとし
てＳＩＰを使うＩＭＳ技術をサポートしていない。それは、このユーザ装置が、回線交換
型制御のドメイン用に構成されているからである。従って、ＩＭＳへアクセスするために
は、ユーザ装置の適合が必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　　　本発明の要約及び説明
　従って、本発明の目的は、回線交換型制御のドメイン内で動作するユーザ装置にＩＭＳ
サービスを提供するための解決策を提供することである。
【００１５】
　本発明は、独立請求項で開示される。有利な諸実施形態は、記述の対応する部分の中で
開示される従属請求項に記述される。
【００１６】
　本発明に従えば、回線交換機能（circuit-switched function）と、ユーザエージェン
トと、交換インタフェースとを備えるアクセスゲートウェイノードを提供することが提案
される。この回線交換機能は、ユーザが位置するセルラー交換型制御のネットワークとシ
グナリングを交換するために要求されるすべての機能を有する。さらに、この回線交換機
能は、回線交換型制御のドメインに位置しているレジスタと情報を交換する機能を有する
。このレジスタは、ＩＰマルチメディアシステムパラメータをアクセスゲートウェイノー
ドに提供するホームロケーションレジスタＨＬＲであることが好ましい。このパラメータ
は、本発明に従えば、ＩＭＳシステムにユーザを登録するために使用される。ＩＭＳと対
話するために、受信されるデータは、交換インタフェースを介してユーザエージェントに
提供される。
【００１７】
　一実施形態では、ＩＰマルチメディアシステムパラメータは、回線交換型制御のユーザ
端末の加入がＩＰマルチメディアシステムに移植されていることを示す指示であることが
提案される。この場合、アクセスゲートウェイノードは、回線交換型制御のユーザ端末を
ＩＰマルチメディアシステムに登録するために要求されるＩＰマルチメディアシステムパ
ラメータを提供することに責任を有する。
【００１８】
　さらなる実施形態において、レジスタから受信される、受信されたＩＰマルチメディア
システムパラメータは、ＩＰマルチメディアシステム内で回線交換型制御のユーザ端末を
登録するために要求されるパラメータのリストを既に含んでいることが提案される。
【００１９】
　本発明の実施形態の１つに従えば、交換インタフェースは、回線交換機能によって提供
されるＩＰマルチメディアシステムパラメータを、ＩＰマルチメディアシステム内のユー
ザの登録、または現在の登録を更新することに責任を有するユーザエージェントに配信す
るように構成されている。しかしながら、この種のメッセージを２つの異なるシステム間
で交換するために、回線交換型制御のシグナリングとＩＭＳ制御のシグナリングとの間の
変換メカニズムを、特に、異なるシグナリングプロトコルおよびそれらに必要なパラメー
タに関して提供することが提案される。
【００２０】
　さらに、この回線交換機能は、ＩＰマルチメディアシステムへのアクセスのプロビジョ
ンを取り扱うために、回線交換型制御のユーザ端末の接続先である移動交換ノードから移
動性（モビリティ）に関連する通知を受信するように構成されていることが提案される。
従って、例えば、ＧＳＭネットワークにおいて、ユーザは任意の呼を実行していないが、
ユーザが依然としてネットワークに接続しているということを提供するために、シグナリ
ングメカニズムを利用可能である。本発明に従えば、ユーザの登録を存続させるために、
この種の情報をＩＰマルチメディアシステムに提供することが提案される。
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【００２１】
　さらに、回線交換型制御のドメインに位置し、かつアクセスゲートウェイノードに位置
する回線交換機能と通信するレジスタを提供することが提案される。このレジスタは、ネ
ットワーク内で加入しているすべてのユーザのデータを提供していて、それに責任を有す
る、ＧＳＭ内で既知のホームロケーションレジスタであることがことが好ましい。このレ
ジスタは、回線交換型制御のユーザ端末を取り扱うことに関する要求メッセージを受信す
るように構成されている受信機エンティティを備える。このメッセージは、例えば、ユー
ザが在圏エリアを変更する場合の更新メッセージであってもよいだろう。この場合、ユー
ザの位置を特定できるようにするために、ユーザデータの対応する更新がレジスタ内で実
行されることになる。
【００２２】
　さらに、レジスタは、回線交換機能の機能性についての情報を提供するように構成され
ているプロビジョンモジュールを備える。本発明に従えば、この回線交換機能は、ユーザ
エージェントの機能性をで拡張され、これは回線交換機能がアクセスゲートウェイノード
の一部であることを意味するものであり、あるいは、この種の機能性はサポートされない
、これは、ＧＳＭの場合、回線交換機能は、例えば、周知のＭＳＣであることを意味する
。この情報をレジスタによってアクセス可能な場所に記憶することが提案される。もう１
つの実施形態は、回線交換機能のサポートされている機能性についての指示が、回線交換
機能からレジスタへ送信されるメッセージに含まれるということであろう。この場合、プ
ロビジョンモジュールのタスクは、受信されるメッセージから情報を抽出することである
。このメッセージは、別個のメッセージである、または、必要な情報が、例えば、更新メ
ッセージの場合のように、任意の既存の適切なメッセージに含まれていてもよいだろう。
【００２３】
　さらに、レジスタは、回線交換機能がアクセスゲートウェイノードの一部である場合に
は、ＩＰマルチメディアシステムにおいて適用可能なユーザのＩＰマルチメディアシステ
ムパラメータを提供するように構成されているユーザのパラメータモジュールを備えるこ
とが提案される。
【００２４】
　さらに、レジスタは、ユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータをワイヤレス交
換機能へ送信するための送信機エンティティを備えることが提案される。
【００２５】
　さらに、レジスタは、さらに、在圏アクセスゲートウェイノードと、回線交換型制御の
ユーザ端末の接続先である移動交換ノードとを追跡し続けるように構成されている追跡モ
ジュールを備えることが提案される。これは、例えば、ユーザが、アクセスゲートウェイ
ノードを有しないような訪問先ネットワークに存在する場合であることがあるだろう。こ
の場合、ユーザは、例えば、ＭＳＣのような、通常の回線交換機能に接続する。しかしな
がら、ＩＭＳのプロビジョンは、ホームネットワーク内に位置するアクセスゲートウェイ
ノードによって実行される。従って、レジスタが両方のノードを追跡し続けることが提案
される。
【００２６】
　さらに、レジスタノードは、さらに、回線交換型制御のユーザ端末が現在のアクセスゲ
ートウェイノードのサービス提供エリアを離れる場合に、新規の在圏アクセスゲートウェ
イノードを選択するように構成されている選択ユニットを備えることが提案される。レジ
スタは、例えば、利用可能なアクセスゲートウェイノードを含むリストを有していてもよ
いだろうし、ユーザの位置に従って、その１つが選択される。
【００２７】
　さらに、回線交換型制御のユーザ端末が移動交換ノードによってサービスが提供される
場合、レジスタノードが、ユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータを修正して後
でそれを送信するように構成されている修正モジュールを備えることは、本発明の利点で
ある。上述のように、周知のＭＳＣによってユーザが取り扱われることになる場合、修正
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されたユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータを送信することが提案され、それ
は、ユーザはＩＰマルチメディアシステムに移植されるけれども、通常の回線交換型サー
ビスはユーザに提供されることになることを意味する。
【００２８】
　従って、本発明に従えば、完全なＩＰマルチメディアパラメータは、識別されるアクセ
スゲートウェイノードだけに送信される。そうでなければ、このパラメータは、修正され
ることになる。これは、すべてのパラメータが回線交換機能に適用可能というわけではな
いからである。例えば、ＩＰマルチメディアシステム内でのみ取り扱われるサービスをユ
ーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータから取り除くことが提案される。
【００２９】
　さらに、アクセスゲートウェイノード内で実行されることになる方法を有することが提
案される。従って、回線交換機能が、回線交換型制御のユーザ端末から登録メッセージを
受信し、このメッセージを受信すると、ユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータ
を提供するためにレジスタノードとの対話が実行されることが提案される。ユーザのＩＰ
マルチメディアシステムパラメータを含むメッセージがサーバから受信される場合、この
回線交換機能は、受信しているユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータを、これ
もアクセスゲートウェイノードの一部であるユーザエージェントに提供する。このユーザ
エージェントは、ユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータを使用して、回線交換
型制御のユーザ端末をＩＰマルチメディアシステム（ＩＭＳ）に登録する。
【００３０】
　また、さらに、レジスタの中で実行されることになる方法を有することが提案される。
第１のステップにおいて、回線交換型制御のユーザ端末を取り扱うため、レジスタは、回
線交換型制御のユーザ端末に関する要求メッセージを回線交換機能から受信する。この要
求メッセージを送信している回線交換機能の機能性についてのさらなる情報が提供される
。この機能性は、回線交換機能がアクセスゲートウェイの一部であるかどうかを指示する
。そのような場合、ＩＰマルチメディアシステムで適用可能なユーザのＩＰマルチメディ
アシステムパラメータが、回線交換機能に提供される。最後に、メッセージが、ユーザの
ＩＰマルチメディアシステムパラメータと共に回線交換機能へ送信される。
【００３１】
　本発明の利点は、本発明が、回線交換ドメインからパケット交換ドメインへの円滑な移
動を提供することである。特に、回線交換に適合されている装置を有するユーザにとって
、ＩＭＳサービスを使用するための解決策が与えられる。
【００３２】
　さらなる有利な実施形態が、従属請求項で記載される。
【００３３】
　以下では、当業者に本発明の十分かつ完全な理解を提供するために、本発明の好適な例
を詳細に記載するが、これらの詳細な実施形態は、本発明の例としてのみ機能するのであ
って、限定的であることを意図されていない。以下の記載は、添付の図面を参照する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　本発明の文脈において、「エンティティ」、「ノード」、「モジュール」という用語は
、通信ネットワーク内で所定の機能性を提供するためのハードウェアおよびソフトウェア
の任意の適切な組み合わせを示すことに注意されたい。このように、これらの用語は、一
般的には、複数の物理的エンティティにまたがって拡がりうる論理的エンティティを示す
が、明示的な定義が与えられていない場合は、１つの物理的位置に存在する物理的エンテ
ィティを示し得る。
【００３５】
　本発明の文脈において、「ユーザ」という用語は、ハードウェアとソフトウェアの組み
合わせである、回線交換型制御のユーザ装置を示すことに注意されたい。しかしながら、
以下の説明において、「ユーザ」と「ユーザ装置」という用語は、別に説明されない限り
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、同一の意味を有するものと捉えられるべきである。
【００３６】
　好ましくは、通信ネットワークは、移動通信ネットワークであり、例えば、ＧＳＭ、Ｇ
ＰＳ、ＧＰＲＳ（汎用パケット交換無線）またはＵＭＴＳ（ユニバーサル移動体電話シス
テム）または、例えば、ＥＤＧＥ、ＣＤＭＡ２０００のような任意の３Ｇシステムのよう
な、ワイヤレス通信ネットワークである。
【００３７】
　以下では、図１に従って、好適な一実施形態を示す。図１は、本発明に従うアクセスゲ
ートウェイノード１０のアーキテクチャの略図を示している。特に、図１では、一方で、
ＩＰマルチメディアシステム（以下、ＩＭＳと呼ぶ）１１と通信し、他方で、例えば、Ｇ
ＳＭのような、セルラー交換によって制御されるネットワーク１２と通信するような、ア
クセスゲートウェイノード１０が示している。ここまでの記載の中で、移動アクセスゲー
トウェイ制御機能（Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｇａｔｅｗａｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆ
ｕｎｃｔｉｏｎ）としてＭＡＧＣＦと呼ばれるノードは、アクセスゲートウェイノード１
０の一実施形態を表している。このアクセスゲートウェイノードは、回線交換機能１０１
と、ユーザエージェント１０２と、交換インタフェース１０３とを備える。
【００３８】
　図１において、アクセスゲートウェイノード１０は、ネットワーク１１とネットワーク
１２の間に示されているが、この位置は本発明に関する何らかの制限と捉えられるべきで
はないことに留意されたい。アクセスゲートウェイノードは、任意の適切な場所に配置さ
れるべきである。一実施形態に従えば、このノードを回線交換ドメイン１２に設置するこ
とが提案される。
【００３９】
　回線交換機能１０１は、ＭＳＣの機能性を満足する機能であることが好ましい。従って
、回線交換機能１０１は、ユーザが位置する、セルラー交換によって制御されるネットワ
ーク１２とのシグナリングの交換に要求される機能をすべて有しており、ユーザとの通信
は、図１には示されていない無線インタフェースを介して実行される。この接続は、任意
の適切なシグナリングプロトコルによって実行されても良く、ＧＳＭの場合には、これは
、周知のＭｏｂｉｌｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ＰｒｏｔｏｃｏｌであるＭＡＰ、また
はＩＳＵＰまたはＢＩＣＣであっても良いだろう。従って、回線交換機能１０１のタスク
は、回線交換型制御のドメインＣＳに位置する、回線交換型制御のユーザ端末のためのシ
グナリングの交換を提供することであり、このシグナリングは、現在、そのすべての機能
と共にＭＳＣによってＧＳＭで実行されている。さらに、回線交換機能１０１は、回線交
換型制御のドメインであるインタフェース１３に配置されているレジスタ１２１と情報を
交換する能力を有している。このレジスタは、ＩＰマルチメディアシステムパラメータを
アクセスゲートウェイノードに提供する、ホームロケーションレジスタＨＬＲであること
が好ましい。このパラメータは、本発明に従って、ユーザをＩＭＳシステムに登録するた
めに使用される。このＩＭＳと対話するために、受信されるデータは交換インタフェース
１０３によってユーザエージェント１０２に提供される。ＳＩＰエージェントは、ユーザ
エージェント１０２のタスクを実行することができる。これは、例えば、ＩＭＳにおける
ユーザの登録またはユーザデータの更新を含んでいる。これを目的とする通信は、図１に
従うリンク１４によって実行される。
【００４０】
　図２は、回線交換型制御のドメインＣＳ１２に位置し、アクセスゲートウェイノード１
０と通信するレジスタ１２１を実現するための一実施形態を示している。このレジスタは
、ネットワーク内で加入している全ユーザのデータを提供し、それを担当する、ＧＳＭ内
で既知のホームロケーションレジスタであることが好ましい。本発明に従えば、ＭＳＣと
通信するＧＳＭの場合のように、回線交換機能１０１と通信する自身の能力の他に、アク
セスゲートウェイノードにＩＰマルチメディアシステムパラメータを提供できる方法で、
レジスタを拡張することが提案される。図２に従えば、このレジスタ１２１は、回線交換
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型制御のユーザ端末を取り扱うことに関する要求メッセージを受信する２０１のように構
成されている受信機エンティティ２１を備える。この要求メッセージは、例えば、ユーザ
が在圏エリアを変更する場合の更新メッセージであってもよいだろう。この場合、ユーザ
の位置を特定できるようにするために、対応するユーザのデータの更新は、レジスタ内で
実行されることになる。ＧＳＭの場合、ＭＡＰ：「位置更新」メッセージが、ＭＳＣから
ＨＬＲへ送信される。しかしながら、これは、メッセージの実装についての好適な実施形
態の１つにすぎない。
【００４１】
　さらに、このレジスタ１２１は、回線交換機能１０１の機能性についての情報を提供す
るように構成されているプロビジョンモジュール２２を備える。本発明に従えば、回線交
換機能は、ユーザエージェント機能を用いて機能強化され、これは、回線交換機能がアク
セスゲートウェイノードの一部であることを意味する。あるいは、この種の回線交換機能
はサポートされない、これは、ＧＳＭの場合、回線交換機能が周知のＭＳＣであることを
意味する。従って、この種の情報を提供することはプロビジョンモジュールのタスクであ
る。適切かつ好適な実現方法は他にもありうるだろう。例えば、この種の情報は、レジス
タによってアクセス可能な場所に記憶されても良く、レジスタ自体に記憶されなくてもよ
いだろう。これは、例えば、すべての回線交換機能を含むリストであって、この回線交換
機能がアクセスゲートウェイノードの一部であるかどうかの指示であってもよいだろう。
この場合、プロビジョンモジュールのタスクは、そのリストから情報を配信することであ
る。さらなる実施形態は、回線交換機能のうちサポートされている機能性についての指示
が、その回線交換機能からレジスタへ送信されるメッセージに含まれることであってもよ
いだろう。この場合、プロビジョンモジュールのタスクは、受信されるメッセージから情
報を抽出することである。このメッセージは別個のメッセージであっても良いし、あるい
は要求される情報が、例えば、更新メッセージの場合のように、任意の既存の適切なメッ
セージに含まれていても良い。さらに、レジスタ１２１は、回線交換機能がアクセスゲー
トウェイノードの一部である場合に、ＩＰマルチメディアシステムにおいて適用可能なユ
ーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータを提供するように構成されているユーザの
パラメータモジュール２３を備えることが提案される。ＩＰマルチメディアシステムパラ
メータは、他のユーザの関連データと共に記憶されることが好ましい。しかしながら、ユ
ーザがＩＰマルチメディアシステムへ移植されるという指示だけを記憶することが適切で
あることもあろう。このユーザが、対応するサービスプロバイダとの現在の回線交換契約
を終了するというアクティブな決定を行い、ＩＰマルチメディアサービスを使用するため
の新規契約に署名している場合、このユーザはＩＰマルチメディアシステムへ移植される
。もう１つの選択肢は、古い回線交換サービスの一部を依然としてに提供するＩＰマルチ
メディアサービスへすべての加入者を移植することを、オペレータが決定することであっ
てもよいだろう。
【００４２】
　別の手順の間に要求されうるさらなるパラメータは、適切な場所から配信されてもよい
だろうし、例えば、ユーザエージェント１０３によってアクセスされうる追加のデータベ
ースが提供されてもよいだろう。
【００４３】
　さらに、レジスタが、インタフェース２０２によってユーザのＩＰマルチメディアシス
テムパラメータをワイヤレス交換機能へ送信するための送信機エンティティ２４を備える
ことが提案される。
【００４４】
　図３に、アクセスゲートウェイノード上で実行されることになる方法についての本発明
の一実施形態が示される。ステップ３１において、アクセスゲートウェイノードに位置す
る回線交換機能が、回線交換型制御のユーザ端末から登録メッセージを受信する。これは
、ユーザが、ＩＭＳサービスに対するサポートなしで、回線交換端末を有することを意味
する。周知の手順に従って、アクセスゲートウェイノードの一部である、本発明に従うワ
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イヤレス交換機能は、３２で、ユーザのＩＰマルチメディアシステムパラメータを提供す
るためレジスタノードと対話する。次のステップ３３において、回線交換機能は、要求さ
れているＩＰマルチメディアシステムパラメータを受信して、３４で、それらをアクセス
ゲートウェイノードに位置するユーザエージェントに提供する。このパラメータを受信す
ると、ユーザエージェントは、３５で、ユーザをＩＰマルチメディアシステム（ＩＭＳ）
に登録するための手順を開始する。
【００４５】
　以下で、本発明の基本的な概念を説明する。本発明に従えば、ＩＭＳが、呼とサービス
との完全制御を行うことを可能にするために、ユーザに対して責任を有するユーザエージ
ェントを、上述のアクセスゲートウェイノードの実施形態である、ＭＡＧＣＦと呼ばれる
タイプの新規のノードに配置することが提案される。従って、この新規のノードは、セル
ラー交換局の論理的機能とＩＭＳの論理的機能とを結合する。特に、例えば、ローミング
ユーザのための在圏ＭＳＣであるＭＳＣ－Ｓや、ＭＡＧＣＦ機能なしにネットワーク内の
ローミングユーザへの呼を終了するためのＧＭＳＣ－Ｓや、セルラー呼制御プロトコルと
ＩＭＳプロトコル間のプロトコル変換を実行するＭＧＣＦや、ＳＩＰメッセージをユーザ
からＩＭＳへおよびＩＭＳからユーザへ転送するＰ－ＣＳＣＦや、ＩＭＳの機能を満足し
て、ユーザの代わりに取り扱うユーザエージェントのような、周知の機能をＭＡＧＣＦが
備えることが提案される。
【００４６】
　基本的な概念は、ＭＡＧＣＦが加入者のユーザエージェントをホストして、セルラー制
御アクセスを有する加入者をＩＭＳに登録することである。従って、このＭＡＧＣＦは、
ＩＭＳへのセルラーアクセス用のローミングのアンカーポイントである。以下で、このア
ンカーポイントの実現のためのさまざまな実施形態について説明する。例えば、ホームネ
ットワーク内をローミングする間に、サービスＭＳＣ－Ｓの変更について説明する一実施
形態が示される。この場合、ＭＡＧＣＦのローミングのアンカーポイントは、新規のＭＳ
Ｃ－Ｓへ移動される。さらに、ＭＡＧＣＦに対するサポートなしに在圏ネットワークへロ
ーミン部する場合、最後に責任を有するＭＡＧＣＦがアンカーポイントとして維持される
。すべての実施形態において、加入者のすべての発呼および終呼は、責任を有するＭＡＧ
ＣＦを経由してルーティングされることが保証されるべきである。
【００４７】
　一般に、このＭＡＧＣＦは、ＩＭＳプロトコル向けの回線交換プロトコルと相互作用し
、その逆とも相互作用することが言える。
【００４８】
　以下で本発明の一実施形態を、接続手順も含む、ユーザの登録手順を示す図４に関して
説明する。
【００４９】
　図４は、ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮアクセスネットワーク上でＭＡＧＣＦと通信する、セ
ルラー対応のユーザ装置ＵＥを示している。本発明に従うＭＡＧＣＦノードは、セルラー
交換型制御のシステムおよびＩＭＳシステムと通信する機能を有する。このＩＭＳシステ
ムは、Ｉ－ＣＳＣＦ、Ｓ－ＣＳＣＦおよびＨＳＲノードを備える。本発明に従えば、この
ＭＡＧＣＦは、ユーザエージェントＵＡの形式の、ＭＳＣ－ＳおよびＩＭＳ機能のような
ＭＳＣ機能を有する。従って、このＭＡＧＣＦは、ＨＬＲおよびＩＭＳと通信する能力を
有している。さらに、また、ＨＳＲおよびＳ－ＣＳＣＦと通信する、ＩＭＳサービスのプ
ロビジョン用のＩＭＳアクセスサーバＩＭＳ　ＡＳも存在する。メッセージ交換のシーケ
ンスは、矢印線で示されている。点線は、ノード間のシグナリング接続を示すために提供
されている。
【００５０】
　以下で、ユーザがホームネットワーク内で回線交換型制御のユーザ装置ＵＥのスイッチ
を入れた場合のトラフィックの事例を説明する。第１のステップ４０１において、ＵＥは
、回線交換型制御のアクセスを介して到達可能にするために、ＩＭＳＩ接続メッセージを



(12) JP 4819904 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

ＭＡＧＣＦへ送信する。これは、ＭＡＧＣＦに登録されていない新規の加入者であるので
、位置更新についての情報を通知するために、責任を有するＨＬＲにコンタクトが取られ
る、４０２。このＨＬＲは、受信されている情報がＭＡＧＣＦの機能で強化されているＭ
ＳＣからであるという情報を有することが好ましい。このＨＬＲによって管理されている
このような静的なリストの場合、ＭＳＣとＨＬＲ間のインタフェース上での変更が実現さ
れることはなく、これは、例えば、ＭＡＰプロトコルのような、通信用の標準プロトコル
が使用されてもよいだろうということを意味する。しかしながら、ステップ４０２におい
て、任意で、このＭＡＧＣＦは、セルラー交換機能のみをサポートするＭＳＣと、自身と
を区別するために、自身がＭＡＧＣＦ機能を有することをＨＬＲに示すことができる。し
かしながら、これは、標準のＭＡＰプロトコルへの変更を意味するであろう。提供される
情報に基づいて、ＭＡＰの位置更新メッセージの中の指示をチェックすることによって、
またはすべてのＭＡＧＣＦノードを含むリストをチェックすることによって、このＨＬＲ
は、送信側ノードがＭＡＧＣＦ機能を有するかどうかをチェックする。次のステップで、
このＨＬＲは、要求元の加入者をチェックする。ＩＭＳ機能をユーザに提供するために、
このユーザは、ＩＭＳシステムへ移植されなければならない。換言すれば、ユーザが積極
的にＩＭＳシステムへの変更を宣言しなければならない、またはシステムがセルラーユー
ザをＩＭＳシステムへ移植することを決定する可能性がある。ユーザについての対応する
通知が、ＨＬＲの中で記述されることになる。ユーザが移植されない場合、標準的な動作
をセルラーユーザに対して、それが既に既知であるように適用することが提案される。ユ
ーザがＩＭＳへ移植される場合、ＨＬＲが、そのユーザをＩＭＳシステムに登録するため
に要求されるＭＡＧＣＦにＩＭＳ関連加入者データを挿入することが、ステップ４０３で
提案される。ＨＬＲは、通常は、ユーザ装置のＳＩＭカードに記憶されている、すべての
パラメータを送信することが好ましい。ＭＡＧＣＦは、メッセージ４０３を受信し、その
中で、ＨＬＲとの通信はＭＡＧＣＦの回線交換機能によって実行され、特に、ＭＳＣがそ
れに関与することが指摘されることになる。ＨＬＲからメッセージを受信すると、ＭＡＧ
ＣＦは、ユーザがＩＭＳをサポートするかどうかを最初にチェックし、サポートする場合
には、加入者をＩＭＳシステムに登録して加入するために、ステップ４０４および４０５
において、ＭＳＣ－Ｆは、ユーザエージェントとコンタクトする。登録および加入用に適
用されるプロトコルは、ＳＩＰプロトコルであることが好ましく、この場合、ユーザエー
ジェントにも、ＳＩＰ機能が実装されている。ＩＭＳ登録の間、ユーザエージェントは、
加入者の代理として動作する。例えば、ユーザの認可のような登録のために必要なすべて
のステップは、ＭＡＧＣＦの中に組み込まれているＩＭＳエンティティによって実行され
る。登録の結果、ＭＡＧＣＦは、Ｓ－ＣＳＣＦアドレスを記憶し、登録用のＩＭＳルール
に従って、このＳ－ＣＳＣＦは、登録されている加入者に到達できるＭＡＧＣＦアドレス
を記憶する。ステップ４０５において登録が成功した後、ＭＡＧＣＦ内のユーザエージェ
ントは、Ｓ－ＣＳＣＦ内で、サービスが提供されている加入者の登録ステータスに加入す
る。従って、加入者の登録ステータスがＳ－ＣＳＣＦ内で変更される場合、このＭＡＧＣ
Ｆに通知されることになる。
【００５１】
　図４に従う手順の結果として、加入者は、セルラー制御側からＭＡＧＣＦに接続され、
かつＩＭＳに登録される。同一の手順が、図５に関して、より詳細にシグナリングシーケ
ンスで示される。図４の場合と同一のノードが示されている。
【００５２】
　ここでは、回線交換型サービスにアクセスするために、回線交換型ネットワークにおい
てユーザの登録手順が実行されようとしている。この登録手順は、位置更新手順の間に実
行されてもよいだろう。従って、ユーザが位置を変更する場合、２４．００８ＩＭＳＩ接
続メッセージが、責任を有する移動通信交換局ＭＳＣへ送信され、このＭＳＣは、受信し
たＩＭＳＩからホームロケーションレジスタＨＬＲアドレスを導出する。従って、第１の
ステップにおいて、ＵＥは、セルラーシステム内で登録手順を開始するために、位置更新
タイプ、即ち、ＩＭＳＩ接続を示す、２４．００８メッセージである位置更新をＭＡＧＣ
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Ｆへ送信する。ＭＳＣとＨＬＲの間の対話（ダイアログ）のために採用されるアプリケー
ションプロトコルであるＭＡＰプロトコルによって、ユーザの認証のためにＨＬＲとコン
タクトが取られる。このために、認証を実行するために要求されるユーザのパラメータを
受信するために、ＭＡＧＣＦは、ＭＡＰ：トリプレットのフェッチ（MAP : Fetch triple
ts）をＨＬＲに送信する。ユーザが認可される場合、メッセージＭＡＰ：位置の更新（Ｉ
ＭＳＩ）を送信することによって、ユーザの位置を更新するための手順が送信される。そ
の後、ＨＬＲは、送信側ノードがＭＡＧＣＦ機能を有するかどうかをチェックする。これ
は、ＭＡＰ：位置の更新のメッセージで指示を受信することによって、または、すべての
ＭＡＧＣＦノードがリストされている、ＨＬＲによってアクセス可能なリストをチェック
することによって、チェックすることができる。このリストは、ＨＬＲの中で管理される
ことになることが好ましい。次のステップにおいて、ＨＬＲは、要求元の加入者をチェッ
クして、加入者がＩＭＳへ移植されるかどうかをチェックする。ユーザが移植されない場
合、ユーザをＭＳＣに挿入するために、ＭＡＰ：加入者データの挿入（MAP : Insert Sub
scriber Data）を送信することによって、セルラーユーザの位置更新についての標準的動
作が適用される。しかしながら、ユーザがＩＭＳに移植される場合、ＨＬＲは、ＭＡＰ：
加入者データの挿入（MAP : Insert Subscriber Data）を送信することによって、加入者
データをＭＡＧＣＦに挿入する。加えて、メッセージの中で、ＩＭＳ関連データ、例えば
、ＩＭＳシステムの中に登録するため要求される情報が送信されてもよいだろう。これは
、例えば、ＩＭＰＩ（ＩＰマルチメディアプライベートアイデンティティ）、ＩＭＰＵ　
ＩＰマルチメディアパブリックアイデンティティ、ホームレジスタ、及び認証キーの少な
くともいずれかであってもよいだろう。ＩＭＰＩおよびＩＭＰＵは、加入者のホームレジ
スタに登録するために認証キーと共に使用される、加入者のプライベートアイデンティテ
ィおよびパブリックアイデンティティである。換言すれば、ＨＬＲは、ユーザ端末内のＳ
ＩＭ上に記憶されるすべてのパラメータをＭＧＣＦへ送信する。最後に、ＭＡＰ：位置更
新の受付（MAP : Update Location Accept）のメッセージが、ＨＬＲからＭＡＧＣＦへ送
信され、セルラー制御のネットワークでの登録手順が終了する。
【００５３】
　ＨＬＲとの対話が完了した後、ＭＡＧＣＦに位置するユーザエージェントは、セルラー
交換型制御のアクセスを経由するユーザの到達可能性を示す加入者をＩＭＳに登録する。
従って、ＩＭＳ登録の間、ユーザエージェントは、加入者の代わりに取り扱う。
【００５４】
　上述のように、ＩＭＳは、ＩＭＳシステムへのユーザの登録を含めて、任意の種類のシ
グナリングを実行するためにＳＩＰプロトコルを使用する。ユーザ装置は、セッションを
セットアップできる前に、ＩＭＳサービス登録を実行する必要がある。登録が成功すると
、ＩＭＳサービスを取得するために、ホームネットワーク内の適切なＳ－ＣＳＣＦがユー
ザに割り当てられる。本発明に従えば、ＭＡＧＣＦに位置するユーザエージェントは、ユ
ーザの代わりに取り扱う。最初に、当初の登録要求の中でユーザのアイデンティティが、
ＳＩＰ：登録（SIP : Register）でＩ－ＣＳＣＦへ送信される。
【００５５】
　ＩＭＳに対しては、ＭＡＧＣＦに位置するユーザエージェントは透過的であり、これは
、ユーザエージェントがユーザの代わりに動作することをＩＭＳが気付かないことを意味
し、それは、この場合も同様に、ＭＡＧＣＦ内のユーザエージェントの位置が、登録手順
もしくは加入手順に何ら影響しないことを意味する。
【００５６】
　上述のように、Ｉ－ＣＳＣＦは、あるオペレータのネットワーク内では、そのネットワ
ークオペレータの加入者、またはそのネットワークオペレータのサービスエリア内に現在
位置するローミングユーザに向けられているすべての接続についてのコンタクトポイント
である。Ｉ－ＣＳＣＦによって実行される主な機能は、ＳＩＰ登録を実行するユーザにＳ
－ＣＳＣＦを割り当てることである。Ｓ－ＣＳＣＦは、ＩＭＳネットワークのためのセッ
ション管理を実行するノードである。
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【００５７】
　図５に戻り、Ｓ－ＣＳＣＦが既にユーザに割り当てられているかどうかを検出するため
に、Ｉ－ＣＳＣＦは、すべてのＩＭＳユーザを管理するデータベースであるＨＳＲに、認
証要求でコンタクトをとる。続いて、Ｉ－ＣＳＣＦは、コンタクトをとるためのＳ－ＣＳ
ＣＦのアドレスの付きの応答を受信する。このアドレスは、既にユーザに割り当てられて
いるＳ－ＣＳＣＦであってもよいし、あるいは、それが、例えば、ユーザがユーザ装置の
スイッチを入れた後の最初の登録である場合、ＨＳＲは、Ｓ－ＣＳＣＦを選択するための
Ｓ－ＣＳＣＦの機能のセットを返信する。その機能とその他の利用可能な情報に基づいて
、Ｉ－ＣＳＣＦは、特定のユーザに対して適切なＳ－ＣＳＣＦを選択する。次いで、Ｉ－
ＣＳＣＦは、ＳＩＰ：登録（SIP : Register）メッセージを選択されているＳ－ＣＳＣＦ
へプロキシすることによって処理を継続する。このＳ－ＣＳＣＦは、メッセージを受信す
ると、ユーザの認証を開始する。このため、認証データをダウンロードするためのＨＳＲ
との対話が実行される。ＨＳＲは、Ｓ－ＣＳＣＦがユーザを適切に認証できるように、要
求側ユーザに関する認証データをＳ－ＣＳＣＦへ送信する。内部的に実行されている認証
を検証するために、Ｓ－ＣＳＣＦは、Ｉ－ＣＳＣＦを経由してＳＩＰ受信機まで転送され
る４０１無認可（401 Unauthorized）メッセージを送信する。ここで、本発明に従えば、
ＳＩＰ受信機は、ＭＧＡＣＦのユーザエージェントである。従って、Ｉ－ＣＳＣＦ、ＨＳ
Ｒ、Ｓ－ＣＳＣＦのようなＩＭＳノードにとって、本発明に従うユーザエージェントへと
シフトされるユーザの機能は透過的であり、これらのノードは、登録の取扱における任意
の変更に注意しない。
【００５８】
　ユーザエージェントがＳＩＰ４０１無認可（SIP 401 Unauthorized）応答を受信する場
合、ユーザエージェントは、ローカルに記憶される認証パラメータを配信することには課
題が含まれていると理解する。従って、このメッセージを受信すると、ユーザエージェン
トは、応答を解釈することによって適切な方法で認証データを導出し、ユーザエージェン
トは、第２のＳＩＰ：登録（SIP : Register）メッセージをＳ－ＣＳＣＦへ送信する。第
１の登録要求の場合と同一の動作が実行され、結果として、ユーザのために既に記憶され
ている認証を用いて、Ｓ－ＣＳＣＦが応答のチェックを行い、検証が成功した場合には、
ユーザが現在登録されていることをＨＳＲに通知する目的のために、また、ユーザプロフ
ァイルをダウンロードために、Ｓ－ＣＳＣＦは、「サーバＡｓｓ．要求（Server Ass. Re
q）」をＨＳＲへ送信する。Ｓ－ＣＳＣＦは、２０００Ｋ応答でリプライし、ＭＡＧＣＦ
は、Ｓ－ＣＳＣＦアドレスを記憶する。最後に、登録用のＩＭＳルールに続いて、Ｓ－Ｃ
ＳＣＦは、現在登録されている加入者に到達できるＭＡＧＣＦアドレスを記憶する。ＭＡ
ＧＣＦアドレスを記憶することは、ＳＩＰ：加入（SIP : Subscribe）（ＭＡＧＣＦアド
レスの変更）を受信することと共に実行され、それはまた、メッセージ２００ＯＫでも確
認される。ＩＭＳ内で登録手順を完了した後、登録の実行が成功したことを示す２４：０
０８位置更新確認（Location Update Ack）がユーザへ送信される。
【００５９】
　加えて、この実施形態において、登録成功の後、ＭＡＧＣＦ内のユーザエージェントが
、Ｓ－ＣＳＣＦにおいて、サービスが提供されている加入者の登録ステータスに加入する
ことが提案される。従って、加入者の登録ステータスがＳ－ＣＳＣＦ内で変更される場合
、ＭＡＧＣＦはそれについて通知されることになる。例えば、以下の実施形態において説
明されるようなローミングの場合、ＭＡＧＣＦは、ユーザがそのＭＡＧＣＦの責務を離れ
ていることが通知されることになる。
【００６０】
　サードパーティ登録に関するＩＭＳ　ＡＳとの対話について図５に示すが、完全性を目
的とするものであって本発明にいかなる影響も与えない。
【００６１】
　以下に、ホームネットワークにおけるローミング手順を示す一実施形態を、図６に関し
て説明する。
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【００６２】
　図６の構成およびノードは、図４に従う構成と同様である。ホームネットワークとは、
サービスのプロビジョン用にユーザが加入しているネットワークのことである。通常、ネ
ットワークには、複数のＭＳＣが提供されており、このＭＳＣは、そのＭＳＣに割り当て
られている位置エリアに位置しているユーザに対して責任を有する。ユーザの移動に起因
する責任を有するＭＳＣの変更は、対応するノードの中で関連するすべての必要な更新を
実行することによって、ユーザを新ＭＳＣに登録して、旧ＭＳＣから登録解除することを
目的とする、ローミング手順の開始を意味する。
【００６３】
　従って、図６は、２つのＭＡＧＣＦノード、すなわち、ＭＡＧＣＦ６１とＭＡＧＣＦ６
２とを備え、ステップ６００でＭＡＧＣＦ６１からＭＡＧＣＦ６２へローミングするユー
ザを有するホームネットワークを示している。
【００６４】
　この場合、新ＭＡＧＣＦであるＭＡＧＣＦ６２が、加入者の取扱を引き継ぐ。しかしな
がら、ＭＡＧＣＦの変更は、ＩＭＳ登録にも影響を与える。これについて、図６に関して
以下で説明する。
【００６５】
　ステップ６０１において、新規の位置エリアに進入した後、端末は、位置更新要求を新
ＭＡＧＣＦであるＭＡＧＣＦ６２に送信する。このメッセージを受信する場合、ＭＡＧＣ
Ｆ６２は、自己の責任の中で加入者が新規であることを識別する。その後、ＭＡＧＣＦ６
２は、ステップ６０２で、例えば、ＭＡＰ：位置の更新（MAP : Update Location）を送
信することによって、ユーザの利用可能性についてＨＬＲに通知する。上述と同様、ＭＡ
ＧＣＦは、ＭＡＰメッセージの中で、自身がＭＡＧＣＦ機能をサポートすること、または
、ＨＬＲが、ＨＬＲの中のリストをチェックすることによってＭＳＣのサポートされてい
る機能性を判定することを指示する。位置更新メッセージ６０２を受信すると、ＨＬＲは
、旧ＭＡＧＣＦであるＭＡＧＣＦ６１に、加入者が新ＭＡＧＣＦエリアにローミングして
いることを通知する。ＨＬＲは、ＭＡＰ位置の取消（MAP Cancel Location）メッセージ
６０３を旧ＭＡＧＣＦであるＭＡＧＣＦ６１へ送信することが好ましい。このメッセージ
の受信は、ＭＡＧＣＦにとって、もはや自身は加入者にサービス提供しないことを意味す
る。しかしながら、旧ＭＡＧＣＦは、ＩＭＳ登録に依然として責任があることから、加入
者レコードをまだ削除することができない。ステップ６０４において、ＨＬＲは、図４に
関して説明される方法と同様の方法を使用して、加入者データを新ＭＡＧＣＦに挿入する
。また、ＩＭＳシステムへの登録ステップ６０５および加入６０６も、同様の方法で実行
される。それは、新ＭＡＧＣＦが加入者をＩＭＳに登録し、その結果、Ｓ－ＣＳＣＦにお
ける在圏ＭＡＧＣＦのアドレスが変更することになる、６０５。登録が成功した後、新Ｍ
ＡＧＣＦ内のユーザエージェントは、加入者の登録ステータスがＳ－ＣＳＣＦ内で変更さ
れる場合には、ＭＡＧＣＦに通知されるように、Ｓ－ＣＳＣＦにおいて、サービスが提供
される加入者の登録ステータスに加入する、６０６。この方法の結果として、ステップ６
０７において、旧ＭＡＧＣＦであるＭＡＧＣＦ６１は、新ＭＡＧＣＦがＩＭＳに登録され
ることを、Ｓ－ＣＳＣＦによって通知される。ＭＡＰ位置の取消（MAP Cancel Location
）６０３とＩＭＳ加入変更通知メッセージ６０７とを受信すると、ＭＡＧＣＦ６１は、加
入者レコードを削除する。その結果、セルラー交換型の加入者は、ここでは、新ＭＡＧＣ
Ｆ経由でＩＭＳに登録されていることになる。
【００６６】
　任意で、ＩＭＳ加入変更メッセージ６０７の通知の送信を回避することが提案される。
このメッセージの受信は、ＭＡＧＣＦがこのような種類の通知を受信することを申し込ん
でいる場合に限って発行されてもよいだろう。
【００６７】
　以下で、シグナリングメッセージの交換を示す図７に関して、ホームネットワーク内の
ローミング手順を説明する一実施形態について説明する。
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【００６８】
　ノードは、図５で示しかつ記載したものと同様である。これに加えて、新ＭＡＧＣＦお
よび旧ＭＡＧＣＦが示される。メッセージはすべて、図５の場合と同一である。異なる点
は、ＨＬＲが、セルラーシステム内でユーザの登録手順を実行した後、ＭＡＰ：位置の取
消（MAP : Cancel Location）メッセージを旧ＭＡＧＣＦへ送信することである。このメ
ッセージの受信が原因となって、旧ＭＡＧＣＦは、ＭＳＣ－Ｓの機能を停止する。また、
ＩＭＳへの登録手順も、図５に関して説明されるＩＭＳ登録の場合と同様である。異なる
点は、Ｓ－ＣＳＣＦが、ＭＡＧＣＦアドレスが変更されていることを、旧ＭＡＧＣＦにＳ
ＩＰ：通知（SIP : Notify）メッセージによって通知することであり、このＳＩＰ：通知
メッセージは、２００ＯＫメッセージで確認される。最後に、ＳＩＰ：加入（SIP : Subs
cribe）（ｅｘｐ＝０）が送信される。これは、旧ＭＡＧＣＦが、ＩＭＳ内のユーザ登録
の変更についてのさらなる通知を受信することから自身の加入を解除することを意味する
。このメッセージを送信した後、旧ＭＡＧＣＦは、未登録加入者に関してアイドルステー
タスになる。
【００６９】
　ローミングしている間、加入者は、ホームネットワークのエリアを離れて、訪問先ネッ
トワークに進入してもよく、この訪問先ネットワークにおいては、ユーザは任意のサービ
スを提供するための任意の加入を有していない。訪問先ネットワークの機能に依存して、
訪問先ネットワークは、そのＭＳＣ－ＳにおいてもＭＡＧＣＦの機能をサポートしてもよ
い。この場合、ローミングは、上述のホームネットワーク内のローミングと同一の方法で
取り扱われる。このメカニズムは、それがホームネットワークであるか訪問先ネットワー
クであるかに関わらず、同一である。
【００７０】
　しかしながら、訪問先ネットワークがＭＡＧＣＦの機能をサポートしないことも発生し
得る。その場合、訪問先ネットワークはＩＭＳ登録を管理することができないため、加入
者にサービスを提供するために特別な管理が必要とされる。本発明に従えば、従前に使用
されているＭＡＧＣＦをローミングのアンカーポイントとして維持することが提案される
。以下、この種のネットワークを、リモート訪問先ネットワークと呼ぶ。
【００７１】
　以下において、本発明の一実施形態を、ＭＡＧＣＦからＭＳＣへのローミングの事例を
示す図８に関して説明する。ノードは、図６に示されるノードおよびノード間の接続と同
様である。異なる点は、ユーザが進入する新規の位置エリアが、ＭＡＧＣＦの機能なしに
ＭＳＣによってサービスが提供されることである。従って、新規の位置エリアに進入する
場合、８００、ユーザ端末は、位置更新要求を新ＭＳＣ／ＶＬＲへ送信する、８０１。メ
ッセージを受信する場合、このＭＳＣ／ＶＬＲは、加入者がそのノードのサービス提供エ
リアでは新規であることを識別する。以下のステップ８０２において、ＭＳＣ／ＶＬＲは
、新規加入者についてＨＬＲに通知する。これによって、この場合も、ＭＳＣがＭＡＧＣ
Ｆの機能をサポートするかどうかをＨＬＲに通知する２つの可能性、すなわち、メッセー
ジの中に含まれるそのような種類の情報を送信する、またはＭＡＧＣＦノードについての
ＨＬＲの内部リストをチェックするという可能性がある。本実施形態において、チェック
手順の結果として、ＭＳＣにコンタクトをとることは、ＭＡＧＣＦの機能を有しないとい
うことになる。
【００７２】
　従って、ステップ８０３において、ＨＬＲは、ＭＡＧＣＦに、加入者が新ＭＳＣ／ＶＬ
Ｒエリアにローミングしていることを通知する。ＨＬＲは、ＭＡＰ位置の取消（MAP Canc
el Location）メッセージをＭＡＧＣＦへ送信することが好ましい。このメッセージの受
信は、ＭＡＧＣＦにとって、もはや自身はセルラー交換型制御のネットワーク内にいるユ
ーザにサービスを提供する責任がないことを意味する。しかしながら、ＭＡＧＣＦは、Ｉ
ＭＳ登録に依然として責任があることから、加入者レコードをまだ削除することができな
い。従って、加入者がリモート訪問先ネットワーク内でローミングする限り、ＭＡＧＣＦ
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がローミングのアンカーポイントのままでとどまることが提案される。ＨＬＲは、加入者
データを、周知であるＭＳＣ／ＶＬＲに挿入する、８０４。これらのデータは、従前に提
案されている実施形態の場合のように、ＩＭＳ固有の拡張である任意の新規のデータは含
んでいない。
【００７３】
　さらに、ＭＳＣ／ＶＬＲ内でのＩＭＳサービスの実行を防止するために、ＭＳＣ／ＶＬ
Ｒへ送信される加入者データをフィルタリングするために、ＨＬＲにデータフィルタを提
供することが提案される。
【００７４】
　これは、例えば、ＭＡＰ動作加入者データの挿入（MAP operation Insert Subscriber 
data）の形式のメッセージ８０４を送信する場合、データをＭＳＣ／ＶＬＲへ送信する前
にＨＬＲがすべての補助的なサービス加入をフィルタで除去する。例えば、国際発信の全
呼規制（ＢＯＩＣ）は、補助的サービスであり、このサービスがアクティブである場合、
これは国際呼の実行を防止するものである。
【００７５】
　以下において、旧ＭＡＧＣＦから新ＭＳＣ／ＶＬＲへのユーザのローミングの一実施形
態を示す図９に関して、シグナリング交換シーケンスが示される。
【００７６】
　図９の構成は、シグナリングシーケンスを記載する上述の実施形態の構成と同様である
。ＭＳＣ／ＶＬＲを介するＨＬＲ内の位置の更新（Location Update）は、上述と同一で
ある。ＭＡＰ：位置の更新（MAP : Update Location）（ＩＭＳＩ）の送信元であるＭＳ
Ｃの機能をチェックすることによって、ＨＬＲは、ＭＳＣがＭＡＧＣＦ機能をサポートし
ないということに気付き、従って、ＨＬＲは、補助的サービスについては「未加入」を送
信することによって、加入者データをフィルタにかける。結果として、ＭＡＰ：加入者デ
ータの挿入（MAP : Insert Subscriber Data）メッセージがＭＳＣ／ＶＬＲへ送信されて
、ユーザのためのすべての回線交換型サービスが利用不可能であることをＭＳＣに通知す
る。
【００７７】
　ここで、Ｓ－ＣＳＣＦ内のＩＭＳ登録は、リモート訪問先ネットワークへのローミング
による影響を受けないことに注意されたい。また、ＭＡＰ：位置の取消（Cancel Locatio
n）を受信した後、旧ＭＡＧＣＦは、そのユーザに対してＭＳＣの機能を停止するだけで
あるが、それは、この機能は、新ＭＳＣ／ＶＬＲによって実行されることになるからであ
る。しかしながら、旧ＭＡＧＣＦは、依然としてＩＭＳに対する回線交換型アクセス用の
アンカーポイントであり、ＩＭＳプロトコル向けの回線交換プロトコルと相互に作する。
テレフォニューサービスはそのままで、そしてテレフォニュー補助的サービスはＩＭＳに
よって提供され、特に、着呼および発呼はすべて、旧ＭＡＧＣＦ経由でルーティングされ
る。
【００７８】
　以下において、さらなる実施形態を提示する。リモート訪問先ネットワーク内でローミ
ングする場合、加入者は、別のＭＳＣ／ＶＬＲのサービスエリアに進入してもよい。ロー
ミング中の旧ＭＳＣ／ＶＬＲから新ＭＳＣ／ＶＬＲへの変更は、図１０に従って説明され
る方法で実行される。
【００７９】
　上述のように、新規の位置エリアに進入する場合、１０００、端末は、位置更新要求を
新ＭＳＣ／ＶＬＲへ送信する。このメッセージを受信する場合、ＭＳＣ／ＶＬＲは、加入
者がそのサービス提供エリアでは新規であることを識別する、１００１。ステップ１００
２において、ＭＳＣ／ＶＬＲは、新規の加入者についてＨＬＲに通知する。ＨＬＲは、メ
ッセージを送信するＭＳＣ／ＶＬＲはＭＡＧＣＦ機能を有しないことを、受信するまたは
内部データから配信する。その後のステップで、ＨＬＲは旧ＭＳＣ／ＶＬＲに、加入者が
新ＭＳＣ／ＶＬＲエリアにローミングしていることを通知する。ＨＬＲは、メッセージ１
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００３を旧ＭＳＣ／ＶＬＲへ送信する。このメッセージの受信は、旧ＭＳＣ／ＶＬＲに対
して、もはや自身は加入者にサービスを提供しないことを意味する。ＨＬＲは、加入者デ
ータを新ＭＳＣ／ＶＬＲに挿入する、１００４。ＭＳＣ／ＶＬＲは、任意のＭＡＧＣＦ機
能をサポートしないという事実に起因して、これらのデータは、任意の新規のＩＭＳ固有
の拡張を含んでいない。しかしながら、指示が送信され、それが原因となって、ＭＳＣ／
ＶＬＲはすべての発信呼をＭＡＧＣＦへルーティングする。また、上述の実施形態で説明
されるように、ＭＳＣ／ＶＬＲへ送信される加入者データは、ＭＳＣ／ＶＬＲ内でのサー
ビスの実行を防止するために、フィルタにかけられる。また、上記の実施形態の場合と同
様、Ｓ－ＣＳＣＦ内でのＩＭＳ登録は、リモート訪問先ネットワークへのこのローミング
によって影響されることはない。上述の実施形態と異なる点は、ＭＳＣ／ＶＬＲの変更は
、ＭＡＧＣＦに影響を与えないということであり、この位置更新は、ＭＡＧＣＦを関与さ
せることなく透過的に実行される。
【００８０】
　本実施形態に従うシグナリングシーケンスは、図９に関して述べたシグナリングシーケ
ンスと同様であるが、有意角異なる点は、ＭＡＰ：位置の取消（MAP : Cancel Location
）メッセージがＭＡＧＣＦへ送信されることはなく、その代わりに、そのメッセージが旧
ＭＳＣ／ＶＬＲへ送信されることである。従って、シグナリングシーケンスを示す数字は
導入しない。
【００８１】
　図１１に関する以下の実施形態において、リモート訪問先ネットワーク内でローミング
する場合、１１００、のシナリオが提示され、加入者は、ホームネットワークまたはＭＡ
ＧＣＦ機能をサポートする別の訪問先ネットワークに再進入してもよい。ＭＡＧＣＦのエ
リアに進入する場合、これは現行のローミングアンカーであってもよいし、任意の他のＭ
ＡＧＣＦであってもよい。
【００８２】
　第１のステップ１１０１、１１０２は、上述の実施形態の場合と同一である。従って、
新規の位置エリアに進入する場合、端末は、位置更新要求を新ＭＡＧＣＦへ送信し、１１
０１、そして、そのＭＡＧＣＦは、ＨＬＲにその新規加入者について通知する、１１０２
。ＨＬＲは、旧ＭＳＣ／ＨＬＲに、加入者が新規のＭＡＧＣＦエリアにローミングしてい
ることを通知する、１１０３。ＭＡＰ位置の取消（MAP Cancel Location）メッセージを
旧ＭＳＣ／ＶＬＲへ送信することによることが好ましい。このメッセージの受信は、ＭＳ
Ｃ／ＶＬＲはもはや加入者にサービス提供しないことをＭＳＣ／ＶＬＲに示す。ＨＬＲは
、新ＭＳＣがＭＡＧＣＦ機能をサポートするという情報を有しているため、ＨＬＲは、Ｉ
ＭＳシステム内の登録に対して要求される回答にデータを挿入する、１１０４。新ＭＡＧ
ＣＦは、Ｓ－ＣＳＣＦの変更の中で在圏ＭＡＧＣＦのアドレスを変更することによって加
入者をＩＭＳに登録する、１１０５。登録が成功した後、１１０６、新ＭＡＧＣＦの中の
ユーザエージェントは、Ｓ－ＣＳＣＦにおいて、サービスが提供される加入者の登録ステ
ータスに加入する。従って、Ｓ－ＣＳＣＦにおいて加入者の登録ステータスが変更される
場合、ＭＡＧＣＦは通知されるであろう。また、旧ＭＡＧＣＦも、ＩＭＳ加入の変更の場
合は通知されるように登録されていることから、従って、旧ＭＡＧＣＦは、新ＭＡＧＣＦ
が登録されることをＳ－ＣＳＣＦによって通知される。旧ＭＡＧＣＦは、これらの通知の
登録を解除することができる、１１０７。ＩＭＳ加入変更を通知するメッセージ１１０７
を受信した後、旧ＭＡＧＣＦは、加入者レコードを削除する。この手順の結果として、今
度は加入者は、新ＭＡＧＣＦによってセルラーシステム内およびＩＭＳ内に登録される。
【００８３】
　図１２に関してこの実施形態を示すシグナリングシーケンスは、例えば、図７のシーケ
ンスと同様であり、異なる点は、新ＭＡＧＣＦと、旧ＭＡＧＣＦと旧ＭＳＣ／ＶＬＲが存
在することである。従って、ＩＭＳへの登録を実行する前に、旧ＭＳＣ／ＶＬＲ経由のセ
ルラーシステムへのアクセスからユーザの登録を解除（抹消）するために、ＭＡＰ：位置
の取消（MAP : Cancel Locaiton）が旧ＭＳＣ／ＶＬＲへ送信される。その後、例えば、
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図５に関して説明されるように、ＩＭＳにおける登録手順が実行される。最後に、旧ＭＳ
ＧＣＦは、ＩＭＳにおけるユーザのステータスの変更について、ＳＩＰ：通知（SIP : No
tify）（ＭＡＧＣＦアドレスの変更）」によって通知される。このメッセージは、Ｓ－Ｃ
ＳＣＦへの２００ＯＫによって応答確認され、その結果、旧ＭＡＧＣＦはもはやＩＭＳシ
ステム内のユーザへの責任は有しない。
【００８４】
　上記の実施形態では、ローミングについて詳細に説明している。しかしながら、加入者
が実際にローミングする場合に行う手順に加えて、静止している加入者についてもいくつ
かの手順がトリガされる。これらのイベントには、例えば、再登録、登録解除（登録抹消
）、２４．００８位置の更新（Location Update）、２４．００８定期的な位置の更新（P
eriodic Location Update）、または、２４．００８ＩＭＳＩ分離（IMSI Detach）手順等
であり、それらについて以下で説明する。
【００８５】
　ＭＡＧＣＦは、ユーザエージェントの登録タイマの満了時に、Ｓ－ＣＳＣＦへのＳＩＰ
再登録手順を開始しなければならない。この登録は、ＩＭＳが時間間隔を新規再登録に設
定するという違いはあるが、上述の登録と同様である。再登録が実行されない場合、ユー
ザの登録は削除される。ＵＥが最近、定期的な位置更新に成功しているかどうかを、ＭＡ
ＧＣＦがチェックすべきであることが好ましい。
【００８６】
　ＭＡＧＣＦは、ＵＥから２４．００８ＩＭＳＩ分離（IMSI Detach）を受信すると、Ｓ
ＩＰ登録解除手順を開始しなければならない。この手順は、登録と同じであるが、満了値
は０に設定される。
【００８７】
　２４．００８位置の更新（Location Update）をユーザ装置から新規の位置エリア識別
子ＬＡＩと共に受信する場合、これは、ページングの場合のためにＶＬＲ内に記憶されな
ければならない。この手順は、ＭＡＧＣＦのサービスエリア内でローミングする場合と同
様である。
【００８８】
　最後に、ＭＡＧＣＦは、ユーザ端末のスイッチが切断されることを通知する２４．００
８ＩＭＳＩ分離（IMSI detach）メッセージが受信される場合、ＳＩＰ登録解除を開始し
なければならないことを言及しておく。この手順は、登録と同じであるが、満了値は０に
設定される。
【００８９】
　上述の実施形態は、ＧＳＭまたはＧＰＲＳに提供されるようなセルラー交換型制御のユ
ーザ装置を、ＵＭＴＳに関連して開発されているＩＭＳサービスに統合することに基づい
ている。しかしながら、本発明は、これらのネットワークに限定されるのではない。さら
なる例には、ＧＰＲＳまたはＵＭＴＳに存在するノードとして、対応するノードを提供す
るＣＤＭＡ２０００であってもよいだろう。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明に従うアクセスゲートウェイノードのアーキテクチャの略図である。
【図２】本発明に従うアクセスゲートウェイノードのアーキテクチャの略図である。
【図３】アクセスゲートウェイノード上で実行されることになる方法についての、本発明
の一実施形態のフローチャートである。
【図４】ＭＡＧＣＦおよびＩＭＳ登録におけるＩＭＳＩ接続についての実施形態の概要を
示す図である。
【図５】ＭＡＧＣＦおよびＩＭＳ登録においてＩＭＳＩ接続を実行するためのシグナリン
グシーケンスの一実施形態を示す図である。
【図６】２つのＭＡＧＣＦ間のユーザローミングを取り扱うための一実施形態の概要を示
す図である。
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【図７】２つのＭＡＧＣＦ間のユーザローミングの取扱を実行するためのシグナリングシ
ーケンスの一実施形態を示す図である。
【図８】ＭＡＧＣＦとＭＳＣとの間のユーザローミングを取り扱うための一実施形態の概
要を示す図である。
【図９】ＭＡＧＣＦとＭＳＣとの間のユーザローミングの取扱を実行するためのシグナリ
ングシーケンスの一実施形態を示す図である。
【図１０】ユーザが既にＩＭＳシステムに登録されている場合の、２つのＭＳＣ間のユー
ザローミングを取り扱うための一実施形態の概要を示す図である。
【図１１】ＭＳＣとＭＡＧＣＦとの間のユーザローミングを取り扱うための一実施形態の
概要を示す図である。
【図１２】ＭＳＣとＭＡＧＣＦとの間のユーザローミングの取扱を実行するためのシグナ
リングシーケンスの一実施形態を示す図である。

【図１】 【図２】
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